
特定個人情報の漏えい等の防止について

令和６年６月

― 地方公共団体における単純な事務ミスを防止するための着眼点 ―
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はじめに

・個人情報保護委員会は、これまで、地方公共団体等からマイナンバーの漏えい等報告を
数多く受け付けてきました（令和４年度：171件、うち地方公共団体83件）。令和４年
度においては、地方公共団体において、書類の紛失や誤交付といった事案が多かった状
況です。

・漏えい等の発生原因を分析する際に、事案の内容が単純なものであればあるほど、いわ
ゆるヒューマンエラー、単なる不注意によるものであり、人が行っている以上はある程
度のミスが発生することはやむを得ないと考えがちです。しかし、原因を単なる不注意
として片付けている限り、こうした事務ミス事案はいつまでたっても減らすことはでき
ません。

・緊張感を持って取り組むべしなどといった職員の意識に訴えることも意味がないとは言
いませんが、むしろ、組織的な要因、体制や仕組みの課題として捉えていただき、漏え
い等の防止策を講じていただくことが有効です。

・本資料では、こうした観点から具体的な事例を交えつつ、漏えい等の防止策について説
明します。

単純な事務ミス事案の原因を不注意で片付けずに、
組織的な要因がないのか探ることが肝要です！



１．単純な事務ミスとは何か

各段階での単純ミス
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マイナンバーの

➀ 取得段階

② 管理段階

誤収集 例）マイナンバー法上必要とされていない場面でマイナンバー
を収集

紛失

誤廃棄

滅失

例）マイナンバーが記載された書類をいつの間にか紛失、誤っ
てシュレッダーに投入

③ 交付段階 誤交付

誤送付

誤掲載

例）マイナンバーが記載された書類を窓口で誤って別人に交付、
住所や宛名を間違えて郵送

単純な事務ミスとして、例えば、➀必要とされていない場面でマイナンバー
をうっかりと記録（収集・取得）した、②マイナンバーが記載された書類を
うっかりとシュレッダーに投入（廃棄）したり知らない間に紛失した、③マ
イナンバーが記載された書類をうっかりと別人に交付したり郵送したりした、
といったことが多発しています！

このように、単純な事務ミスは、取得、管理、交付のそれぞれの段階で
発生しています！



２．単純な事務ミスの発生原因

〇 ミスの発生リスクを低減させるようなチェックリストが整備されていない
〇 書類や画面構成などが分かりにくくミスを誘発しがちである など

①マニュアルの不備によるもの
〇 マニュアルが整備されていない
〇 記載内容が不明瞭で分かりにくい など

②職員の知識不足によるもの

〇 マニュアルは手当てされているものの、その内容が職員に理解されていない など

③業務プロセスの工夫不足によるもの

3

誤交付や紛失などの単純な事務ミスの発生原因として、
次の４つが考えられます。

④業務処理体制・環境の不備によるもの

〇 事務の平準化がなされておらず一部の人員・時間帯に業務が集中しがち
〇 作業スペース不足などにより書類紛失・混入リスクにさらされている など



３．単純な事務ミスの発生原因と防止策の紐づけ

①業務プロセスの確定

②業務プロセスの徹底

③業務プロセスの改善

④体制の整備・業務プロセスの安定的運用

① マニュアルの不備によるもの

② 職員の知識不足によるもの

③ 業務プロセスの工夫不足によるもの
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発生原因 防止策

④ 業務処理体制・環境の不備によるもの

単純な事務ミスの発生原因の「➀マニュアルの不備によるもの」とは、換言すれば「職員に対して、
業務プロセスが明確に示されていなかった」ということであり、その対応策として「➀業務プロセス
の確定」が必要です。
発生原因の「②職員の知識不足によるもの」とは、換言すれば「職員に対して、業務プロセスが徹底
されていなかった」ということであり、その対応策として「②業務プロセスの徹底」が必要です。
発生原因の「③業務プロセスの工夫不足によるもの」とは、換言すれば「職員に対して、業務プロセ
スが不安定なものであり、職員が間違ったオペレーションに陥りやすい状況にあった」ということで
あり、その対応策として「③業務プロセスの改善」が必要です。
発生原因の「④業務処理体制・環境の不備によるもの」とは、換言すれば「職員に対して、陣容面で
不十分で適正な業務配分が行われていないとか、あるいは適正な職場環境が提供されていなかった」
ということであり、その対応策として「④体制の整備・業務プロセスの安定的運用」が必要です。



４．単純な事務ミスの防止策

〇 業務に専念できる執務環境の整備
〇 業務量に応じた柔軟な人員配置
〇 経験の浅い担当とベテランを組み合わせる など

①業務プロセスの確定
〇 分かりやすいマニュアルを策定する
〇 同マニュアルに制度改正の内容を遅滞なく反映させる など

②業務プロセスの徹底

〇 法令・マニュアル等に関する研修を継続的に実施する など

③業務プロセスの改善
〇 チェックリストを整備する
〇 届出・申請書類、申請画面にマイナンバーの正確な取扱いに関する注意喚起の文言を挿入

する
など

④体制の整備・業務プロセスの安定的運用
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発生原因に対応したそれぞれの防止策について、
以下の具体的な取組が考えられます。



6

以上、説明したような、単純な事務ミス事案の要因を単なる
不注意（ヒューマンエラー）で片付けるのではなく、組織的
な課題として検討・分析を行い、組織的な対応としての防止
策を検討していくことは、特定個人情報だけでなく、個人情
報の漏えい等の防止策についても共通する有効な方法です。

その際、どれか１つの防止策により対策をしていくのではな
く、発生原因に対応する①～④の防止策を組み合わせてパッ
ケージにより対策をしていくことがより効果的です。

以下、こうした防止策の検討について、具体的な事例に
当てはめて説明します。



５．対策の実践例 ①
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原因

・マイナンバーを業務として取り扱わない部署においても、マイナンバーの取扱いに関する
最低限度の理解は必要である。このため、マイナンバーの取扱いに関する基礎的な研修を全
庁的に実施する。（②）
・台帳にあらかじめマイナンバーの記載を禁止する文言を印字しておく。（③）

②職員の知識不足によるもの

具体的対策

事例類型発生段階
庁舎内での拾得物としてマイナンバーカードを受理した
職員が、拾得物台帳に、拾得物の特徴として「マイナン
バー」を記載してしまった（当該職員はマイナンバーを
取り扱わない部署に所属していた。）。

不要な場面で
のマイナン
バーの記録

誤収集取得段階

対策

②業務プロセスの徹底

③業務プロセスの改善③業務プロセスの工夫不足によるもの



５．対策の実践例 ②
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原因

・廃棄物のダブルチェックを行う。（③）
・ダブルチェックのマニュアルを策定し、定期的に周知・実施確認を行う。（①、②）
・廃棄用ボックス内の書類の確認を容易にするため、廃棄すべき書類はボックス投入前に、
廃棄印を付けておく。（③）
・一時的な廃棄箱を経由した時間差廃棄を実施する。（③）

具体的対策

対策

事例類型発生ステージ
交付前のマイナンバーカードを誤って廃棄書類ボックスに混入
させてしまい、職員単独でシュレッダー処分を行ってしまった。

廃棄前の
確認不足

誤廃棄管理段階

③ 業務プロセスの工夫不足によるもの ③業務プロセスの改善

① マニュアルの不備によるもの

②業務プロセスの徹底

①業務プロセスの確定

②職員の知識不足によるもの



５．対策の実践例 ③
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事例類型発生ステージ
マイナンバーを含む情報を添付して、依頼元に返信する際に、
誤って全返信を選択してしまい、無関係の部署も宛先に入れて
送信してしまった。

メールの
送信ミス

誤送付交付段階

原因

・機密性の高い情報をメールで送信する際は、複数人での確認をルール化し、周知を行う。
（①、②）
・メールのCC機能を外すとともに、宛先で送れる人数を制限する。（③）
・外部宛てに添付ファイル付きメールを送信する際には、ポップアップを表示させ、再確認
を促す。（③）
・業務が集中した一部の担当者が、多忙により焦って重要なメールを送らないよう、適切な
業務配分等により部署全体で事務を平準化する。（④）

③業務プロセスの工夫不足によるもの

対策

③業務プロセスの改善

① マニュアルの不備によるもの

②業務プロセスの徹底

①業務プロセスの確定

②職員の知識不足によるもの

④体制の整備・業務プロセスの安定的運用④ 業務処理体制・環境の不備によるもの

具体的対策



５．対策の実践例 ④
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・ダブルチェックについては、窓口業務専用のダブルチェックコーナーを設置し、交代で職
員を配置し、審査業務に集中して取り組むこととする。（③、④）
・ICカード認証の印刷機を導入する。（③）

原因

③業務プロセスの工夫不足によるもの

具体的対策

事例類型発生ステージ
住民票を印刷した際に、同時間帯に印刷された別人の住民票
と取り違えて、誤って交付してしまった。

印刷時の
取り違え

誤交付交付段階

対策

④体制の整備・業務プロセスの安定的運用

③業務プロセスの改善

④ 業務処理体制・環境の不備によるもの



５．対策の実践例 ⑤
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・慣れによるミスを防止するため、周知・実施確認を行う。（②）
・取扱事務の繁忙期直前におけるマニュアルの重点的周知を行う。（②）
・ダブルチェックについては、窓口業務専用のダブルチェックコーナーを設置し交代で職員
を配置し、審査業務に集中して取り組むこととする。（③、④）

原因

具体的対策

事例類型発生ステージ
住民票を交付する際に、事務処理マニュアルで定められてい
る確認手順を省略してしまい、結果的に別人の住民票を交付
してしまった。

通常手順
の省略

誤交付交付段階

④事務処理体制・環境の不備によるもの

対策

④体制の整備・業務プロセスの安定的運用

③業務プロセスの工夫不足によるもの ③業務プロセスの改善

②ルールの徹底②職員の知識不足によるもの



おわりに
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マイナンバーの利用場面の拡大により、地方公共団体等が特定個人
情報を取り扱う機会も年々増加していますが、特定個人情報の漏え
い等の発生を防ぐことはマイナンバー制度の信頼確保のために重要
です。
漏えい等事案が発生した場合に備えて、制度所管課・事務取扱課と
もに、必要に応じ内部マニュアルやチェックリスト等の見直しを
行っていただくとともに、そもそも漏えい等事案の発生リスクを軽
減させるために、今一度ルールや業務プロセス、事務処理体制につ
いて、チェックしていただければ幸甚です。
その際、委員会のホームページに掲載しております「特定個人情報
を取り扱う際の注意ポイント」等の資料を御参照、御活用ください。



（参考）各種資料
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特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/cautionary_points.pdf

個人情報保護委員会ホームページ
https://www.ppc.go.jp/

（「マイナンバー」のタブからガイドライン、
Ｑ＆Ａ、 研修資料等を御覧いただけます。）



御覧いただきありがとうございました。
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